
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　職員の給与の状況
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

　人件費とは、職員に支給される給与のほか、特別職に支給される給料・報酬等、職員が加入している地方共済組合に事業主として

支払う負担金等を合計したものです。

（注）普通会計とは、一般会計と用地会計を合計したものです。

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）
　職員給与費とは、職員に支給する給与の総額をいいます。

　　　　　　　

(注) 1 職員数は、２５年４月１日現在の支給人数です。

2 管理職手当減額(30～18％)及び平成25年11月1日から平成26年3月31日まで実施した給料減額（9.7～1.98％）を含みます。

3 職員手当には児童手当、退職手当を含みません。

 ○特記事項
・市長は給料を３０％、副市長は給料を２０％、教育長は給料を１５％減額しています（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）。

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ 「ラスパイレス指数」とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

　　　２ ラスパイレス指数の算出方法 : 伊勢原市職員と国家公務員について、それぞれを学歴別・経験年数別に区分し、伊勢原市職員の

　　　　構成が国家公務員と同一であると仮定のうえ、区分ごとに伊勢原市職員と国家公務員の給料を比較して算出します。

　　　３ 平成24年度及び平成25年度は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与削減がないとした場合の値です。

※平成26年4月1日のラスパイレス指数が１００を超えている理由

国家公務員の給与水準とほぼ同水準ですが、経験年数が２０年以上２５年未満の職員や経験年数３年以上５年未満の職員の給料額が

国家公務員に比し高めとなっているためです。

 (4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について
① 給料表の見直し

［未実施］

未実施とした理由：近隣市の実施状況を参考とし、継続検討としたためです。

区　　分

２５年度

区　　分

２５年度
6,798

人 千円 千円

一人当たり給与費

5,815641 2,555,571 805,935 996,091 4,357,597

（参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

　　　　　千円 千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費職員数

千円 千円

22.3%

（平成26年1月1日） 　　　　　　Ａ

一人当たり

期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A

人　 　　　　　　　千円

99,350

　　　　　　％

住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支

27,787,404 943,731 6,194,645

　　　　　千円

　　　　　　Ｂ

　　　　　千円

２４年度の人件費率

（参考）人 件 費 人 件 費 率

23.0

　　　　　　　　　　　％

Ｂ／Ａ

H23.4.1

98.9 H23.4.1

97.7

H23.4.1

98.8

H24.4.1

99.5
H24.4.1

97.9

H24.4.1

98.8

H25.4.1

99.4
H25.4.1

97.8

H25.4.1

98.5

H26.4.1

100.1

H26.4.1

97.9

H26.4.1

98.6

90

95

100

105

伊勢原市 類似団体平均 全国市平均

5



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

② 地域手当の見直し

（支給割合）国基準１０％に対し、伊勢原市においても１０％を支給しています。

③ その他の見直し内容

ありません。

 ○特記事項
ありません。

 (5) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２６年４月１日現在）
　　　　①一般行政職

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円 円

　　　　②技能労務職

　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

（注）１　「平均給料月額」とは、２６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。　

　　　2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの全ての諸手当の　　 

　　　　　額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれ

　　　　　ていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

（6) 職員の初任給の状況（２６年４月１日現在）

円

円

円 円 円

円 円

（注）１　技能労務職は、18歳で環境整備員に採用された場合です。

　　　　　

国

－

一般職 174,200

142,100

国 50.1歳

181,200総合職

42.6歳

1.17うち給食調理員

－

(D)
C / D

335,000

1.74

421,984円

国 43.5歳 ―

伊勢原市 ４７歳11月 88人

54.6歳

平均給与月額

参　考

A / B

－

398,494円

357,265

－

382,261

（国ベース）

平均給与月額

技能労務職

区　　分 平均年齢 平均給料月額

うち用務員

140,352

※民間ﾃﾞｰﾀは、賃金構造基本統計調査において公表されているﾃﾞｰﾀを使用しています。（平成２３年～平成２５年の３カ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

(C)

4,339,936円 3,700,100円

うち清掃職員 6,810,839円

－伊勢原市 －

－－－

－

-

1.54

0.99

1.91

－

326,611円

類似団体

282,000円調理士
用務員

-

54.3歳

－

199,300円４８歳２月

神奈川県

民間

高　校　卒 151,800

一般行政職
大　学　卒

区　　分

参　　考

年収ﾍﾞｰｽ（試算値）の比較

公務員

359人

４４歳４月

４７歳１月

４９歳８月

408,472

(国ﾍﾞｰｽ)

287,048円

(A)

平均給与月額平均
年齢

職員数
平均給料

月額

平均給与月額

366,063円

類似団体 322,632 389,653

区　分

伊勢原市

伊勢原市 340,528 462,074 430,120

神奈川県 328,887 436,477

43.9歳

43.2歳

11人

38人 42.0歳

35人

うち自動車運転員等

うち清掃職員

うち給食調理員

うち用務員

311,345円

329,997円

238,508円

305,550円

386,766円

394,748円

274,729円

376,865円

417,594円

443,134円

278,582円

381,048円

平均給与
月額(B)

44.7歳廃棄物処理従業員 288,100円

民間従業員

－
自家用乗用自動車運転者 239,400円54.4歳

類似職種
平均
年齢

149,000

173,280

137,856

－352,255円

5,999,684円

3,939,100円

うち自動車運転員 6,484,487円 3,190,600円 2.03

※年収ﾍﾞｰｽの「公務員(C)」及び「民間(D)」のﾃﾞｰﾀは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された

2,747,000円 2.18

区　　　　　分

円 円181,200

341,111円

4人

349,825円

336,838円 －

伊勢原市 神奈川県

－316,365円

－

287,992円3,119人

49.7歳 34人

1.73
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（7) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２６年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）１　技能労務職は、ﾓﾃﾞﾙ給料にて平均給料を算出しています。

　　　２　一般行政職のうち、人数が３人以下の区分は記載していません。

（8) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２６年４月１日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

（注）１　伊勢原市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

326,438296,768

－

経験年数２０年 経験年数２５年

－

210,590

高　校　卒 -

経験年数１０年

区　　　　分 経験年数１０年

区　　　　分

技能労務職

経験年数２０年 経験年数２５年

380,364一般行政職 大　学　卒 - 359,717

経験年数３０年

405,050

－

経験年数３０年

340,895

１　　級 主事補
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

17 4.5

２　　級 主事
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

69 18.2

３　　級 主任主事
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

24 6.3

４　　級 主査
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

96 25.3

５　　級 副主幹
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

73 19.3

６　　級 課長、主幹
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

73 19.3

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

７　　級 部長、参事
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

27 7.1

174,200 329,900

146,500 261,100

290,700 418,200

263,500 405,000

231,900 354,700

１号給の給料月額 最高号給の給料月額

367,500 470,500

322,100 437,600

１級

4.5%

１級

5.2%

１級

4.0%

２級

18.2%
２級

14.8%
２級

5.2%

３級

6.3%
３級

6.8%
３級

12.4%

４級

25.3%

４級

30.5%
４級

34.9%

５級

19.3%

５級

17.7%
５級

16.2%

６級

19.3%

６級

18.8%
６級

19.5%

７級

7.1%
７級

6.3%
７級

7.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２６年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

7



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（9) 高齢層職員の昇給停止（抑制）制度の概要
　高齢層の昇給停止（抑制）制度とは民間企業等との均衡を図るため、一定年齢以上の職員について、昇給抑制したり昇給停止したり

する制度です。

　なお、昇給抑制とは、査定昇給時の昇給号級数を半分にすることです。

（10) 職員の手当の状況
　職員は、以下の手当が支給されます。

・期末手当、勤勉手当 : 民間企業のボーナス等に相当する手当

・退職手当 : 退職したときに支給される一時金

・地域手当 : 民間における賃金等を考慮して職員に支給される手当

・特殊勤務手当 : 危険、困難、不健康な業務等に従事したときに支給される手当

・時間外勤務手当 : 正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給される手当

　その他、扶養手当、住居手当、通勤手当等があります。

① 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（２５年度支給割合） （２５年度支給割合） （２５年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）１　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

○ 勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

反映させていません。（平成２７年度に部長（７級）職へ反映させる予定です。）

② 退職手当（２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～２０％加算） （２％～２０％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、25年度に退職した職員に支給された平均額です。

③ 地域手当（２６年4月1日現在）
千円

円

％ 人 ％

（注）　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、

　地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。

　(補正前のラスパイレス指数×(１＋伊勢原市の地域手当支給率)÷(１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率)　で算出します。

2.60

10

0.65

43.70

100.1

(100.1) 

52.44

地域手当補正後ラスパイレス指数

国

33人

国の制度（支給率）

1.35

10

―

744

支給実績（２５年度決算）

全地域

43.70

（ラスパイレス指数）

3,059 24,678

398,759

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

296,677

52.44 52.44 52.44 52.44

52.44

21.62 27.025 21.62 27.025

30.82 36.57 30.82 36.57

伊勢原市 国

1.451.45 0.65 1.45 0.65

伊勢原市 神奈川県

１人当たり平均支給額（２５年度） １人当たり平均支給額（２５年度）

2.60 1.35 2.60 1.35

1,440 1,564

一般行政職 昇給停止 : 58歳以上 昇給抑制 : 55歳以上 38人

技能労務職 制度無し 昇給抑制 : 55歳以上

職　種 伊勢原市 国
該当職員数

25年度 24年度
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④ 特殊勤務手当（２６年４月１日現在）
千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

⑤ 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給額（２５年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員等、

　制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算） 23,100

3,534

20.4

376

181,276

公害調査手当

健康管理課職員他

職員全体に占める手当支給職員の割合（２５年度）

手当の名称

危険現場業務手当

支給実績（２５年度決算）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ５ 年 度 決 算 ）

387

179,412

支 給 実 績 （ ２ ５ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ４ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ ２ ４ 年 度 決 算 ）

手当の種類（手当数）

23

清掃作業手当

保健指導業務手当

道路維持補修課職員他

生活福祉課職員他

特殊車両運転手当

社会福祉業務手当

行旅死亡人・変死人処理

感染症等の病原体を有
し、又は有する疑いのあ
る人、動物又は物件に
接する業務

援護、育成又は更生の
措置を要する者又はそ
の家族に対して訪問指
導を行うなどの相談援助
業務

救急業務手当

消防車両運転手当

高所作業等手当

主な支給対象職員

道路部職員他

環境美化センター職員他

生活福祉課職員

農政課職員他

行旅死亡人・
変死人処理手当

感染症等業務手当

環境保全課職員他

消防署勤務職員

消防署勤務職員

消防署勤務職員

主な支給対象業務

危険な現場での作業、
検査又は監督の業務

公害調査、立入検査業務

救急救命士が救急救命
士法で定める救急救命
処置を行う業務

災害時における中型又
は大型の消防車両運転
業務

保健師が行う、母子保健
衛生・予防接種の業務 0

はしご車により8メートル
以上高所にでの消火又
は救助作業及びはしご
車を操作する業務

支給実績
（２５年度決算）

ｸﾞﾚｰﾀﾞ、ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞの運
転業務

0

左記職員に対する支給単価

日額300円

112

3,052

10

0

40

日額100円

動物死体処理 1件当たり200
円、ごみの収集作業 日額
300円

1件当たり1,500円

日額300円

217

１回当たり200円

ごみの収集作業

日額150円

日額100円

日額100円

1回当たり150円

1当直当たり100円

17

63
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⑥ その他の手当（２６年４月１日現在）

その他　0円（H22.4.1廃止）

交通機関　全額支給

5km～10km　4,800円

10km～15km　6,500円

15km～20km　8,900円

20km～25km　11,300円

25km～30km　13,700円

30km～35km　16,100円

35km～40km　18,500円

理事　99,000円

部長　86,000円

担当部長　86,000円

専任参事　81,000円

参事　76,000円

課長、担当課長　69,000円

主幹　65,000円

副主幹　51,000円

1日　6,100円

1日（年末年始）　9,150円

手　当　名

円

（２５年度決算）

平均支給年額

支給職員１人当たり

4,200円 0

同じ

国の制度
との異同

同じ

同じ

管理職手当 異なる
139,300円を上
限とした定額

138,905

千円 0

千円 640,116

宿日直手当 異なる

40km～　20,900円 異なる
40～45km
20,900円

通勤手当

同じ

同じ

同じ

円

千円 69,469 円

6,500円

無し

275,40291,709

無し

219,091

異なる

異なる
千円

異なる 2,000円

異なる 4,100円

千円

5,000円

円住居手当

借家（最高支給限度額）
29,500円

異なる 27,000円

持家　14，400円

同じ

100,782

円扶養手当

配偶者　14,000円 異なる 13,000円

2人まで　7,500円

満16歳の年度初めから満22
歳の年度末までの子
5,500円

配偶者のいない扶養親族
1人　11,400円

3人目以降　6，500円 同じ

異なる

支給実績

（２５年度決算）内容及び支給単価
国の制度と
異なる内容

異なる

11,000円

41,195

同じ

交通用具
2km～5km　3,000円
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（11) 特別職の報酬等の状況（２６年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

966,000円×在職月数×0.375 17,388,000円 任期毎

749,000円×在職月数×0.25 8,988,000円 任期毎

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。

　　　２　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）

           勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

（12) 旅費の概要
　公務出張、赴任に要する費用を旅費として支給しています。概要は次のとおりです。

560,000 222,000

830,000 375,000

698,000 310,000

620,000

出張手当70,070円、赴任手当180,000円
（出張手当は1箇月以内の期間の場合）

1,800円/一夜

12,000円/一夜

実費額

支給額

245,000

1,000,000

種　類 内　容

　　（２５年度支給割合）

備　　　　考

退
職
手
当

市 長

副 市 長

鉄道賃、船賃、
航空賃、車賃

運賃等を支給しています。

支度料
外国への出張、赴任には、支度に要する費用を支給してい
ます。

宿泊料 宿泊を要する場合について支給しています。

食事料

次の場合に限り支給しています。
①船賃、航空賃のほか別に食費を必要とする場合
②船賃、航空賃を必要としないが食費を必要とする場合
③宿泊料定額と宿泊料の実費との差額の範囲内で支給。
（その実費が宿泊料定額に満たない場合で、別に食費を必要とし、
かつ、実費中に食費が含まれていない場合に限る）

副 市 長 3.90期
末
手
当

市 長 　　（２５年度支給割合）

副 議 長 3.90

議 員

議 長

報

酬

議 長 527,680

435,000

469,000

議 員 421,950

544,000

副 議 長 454,930

966,000

副 市 長

749,000

599,200

区 分 給 料 月 額 等

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

市 長 676,200 440,000
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